
広報しかべ　令和７年11月号 23

魚　種 数量（トン） 水揚金額（千円） 魚　種 数量（トン） 水揚金額（千円）

すけそ 0.1 （0.5） 3.7 （11.9）ひらめ 0.3 （0.2） 202.3 （150.5）

たこ 40.4 （20.8） 45,460.7 （25,619.0）さば 77.3 （20.3） 1,485.8 （993.1）

さけ 0.6 （0.1） 258.2 （66.1）ふくらぎ 7.2 （12.9） 1,257.3 （3,437.0）

いか 8.1 （0.5） 3,308.0 （250.0）まぐろ 0.8 （0.4） 1,481.2 （883.8）

かれい 0.9 （1.1） 229.5 （246.4）たら 2.7 （2.2） 173.6 （119.1）

あぶらこ 1.7 （1.3） 1,381.1 （800.6）つぶ 13.7 （9.4） 6,954.1 （3,559.2）

ほっけ 8.0 （12.9） 3,950.5 （3,239.6）いわし 1.8 （0.1） 58.2 （16.2）

がや 0.7 （1.2） 134.9 （116.1）その他魚類 5.1 （4.9） 1,472.7 （15,988.4）

合計 169.4 （88.8）67,811.8 （55,497.0）

かっこ内は令和６年９月の水揚げ

令和７年９月の水揚げ量・水揚金額

人身事故 死者数 傷者数 物損事故

町内 ２件 ０人 ２人 33件

交通事故発生状況（令和７年１月１日～令和７年９月30日）

１　社会に広げよう犯罪被害者等支援の輪
　～犯罪被害者等への理解を深めましょう～

○犯罪被害者等は、直接的なダメージのみならず、
被害後も
・被害のトラウマによるフラッシュバック
・被害によるパニック障害、睡眠障害等の発症
・生活の立て直しや医療費などの経済的負担
・周囲の人からの心ない言動による二次的被害
　など、様々な問題を抱えながら苦しんでいるこ
とが少なくありません。
　犯罪被害者等が受けた被害の軽減や回復には、
　周囲の方の理解や配慮等がとても大切です。

○犯罪被害者等のための各種相談窓口の紹介
＜警察相談電話＞
　◇性犯罪被害110番　『＃8103』(ハートさん)
　※＃8103(ハートさん)につながらない場合はフ
　　リーダイヤル『0120－756－310』
　◇少年相談110番
　　フリーダイヤル『0120－677－110』
　◇暴力団相談電話　『011－222－0200』
　◇道警相談センター　『＃9110』

＜民間被害者相談電話＞
　◇北海道被害者相談室(札幌)
　『011－232－8740』
　◇函館被害者相談室　『0138－43－8740』
　◇北・ほっかいどう被害者相談室(旭川)
　『0166－24－1900』
　◇釧路被害者相談室　『0154－24－6002』
　◇オホーツク被害者相談室(北見)
　『0157－25－1137』
　◇性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH)
　『0120－8891－77』
　◇函館・道南SART(性暴力被害対応チーム)
　『0138－85－8825』

２　ピンときたら110番
　～指名手配被疑者の発見にご協力～
　
　全国警察では、総力を挙げて指名手配被疑者の
追跡捜査などを行っています。指名手配被疑者に
関する情報は、どんな些細なことであっても、た
めらわずに110番通報または最寄りの警察施設に
連絡をいただきますようお願いします。

全刑法犯
認知件数

窃盗犯認知件数 その他刑法
認知件数侵入盗 車上狙い その他窃盗

町内 ３件 ０件 １件 １件 １件

犯罪発生状況（令和７年1月1日～令和７年９月30日）

▼お申し込み・お問い合わせは、役場企画振興課広報広聴係(０１３７２－７－５２９７)へ。


